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中能登町商工会報

    さらに必要とされる商工会をめざして ! !  

 

第
65
回
石
川
県
商
工
会
大
会
を
開
催 

祝辞を述べる馳浩県知事 

石
川
県
商
工
会
連
合
会
は
、
10
月
29

日
、
石
川
県
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
本

館
大
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第
65
回
石
川
県

商
工
会
大
会
式
典
を
開
催
し
ま
し
た
。 

第
一
部
で
、
経
済
評
論
家
の
渡
邊
哲
也

(

わ
た
な
べ 

て
つ
や)

氏
が
「
世
界
の
変
動

と
日
本
経
済
の
こ
れ
か
ら
」
の
テ
ー
マ
で

講
演
さ
れ
ま
し
た
。 

第
二
部
で
は
、
団
体
・
企
業
・
個
人
へ
の
表

彰
式
な
ど
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

今
回
の
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
『
商
工
会
の

力
を
結
集
し 

能
登
の
創
造
的
復
興
と
企
業

の
持
続
的
発
展
を
』
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
長
基

健
司
商
工
会
連
合
会
長
は
式
辞
を
述
べ
ま
し

た
。 そ

の
他
式
典
で
は
、
能
登
半
島
地
震
及
び
奥

能
登
豪
雨
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
と
地
域
経

済
の
活
性
化
に
向
け
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
寄
り
添
い
な
が

ら
、
様
々
な
経
営
課
題
に
対
す
る
取
組
を
強
力

に
支
援
す
る
た
め
、
国
・
県
に
対
し
て
、
被
災

事
業
者
を
含
む
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

に
対
す
る
支
援
策
と
し
て
、
五
つ
の
提
言
を
掲

げ
て
こ
れ
ら
を
決
議
し
ま
し
た
。 

 
〔大会スローガン〕 

～商工会の力を結集し 能登の創造的復興と 

企業の持続的発展を～ 

渡邊哲也氏による講演会 

提 
 

言 

一
、
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
及
び
豪
雨

災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の
促
進 

一
、
地
域
経
済
の
根
幹
を
な
す
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
へ
の
支
援
の
拡

充 

一
、
事
業
者
が
活
用
し
や
す
い
各
種
制
度

の
拡
充 

一
、
地
域
産
業
の
振
興
と
産
業
基
盤
の
整

備
強
化 

一
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
を
支
援

す
る
商
工
会
の
体
制
強
化 

ま
た
、
来
賓
を
代
表
し
て
、
馳
浩
県

知
事
、
八
田
知
子
県
議
会
副
議
長
が
祝

辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

商工会大会の様子 
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【11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です】 

労働保険の加入手続きはお済みですか？ 

労災保険の手続きは 

七尾労働基準監督署 （0767）52-3294 

雇用保険の手続きは 

七尾公共職業安定所 （0767）52-3255 

 常用労働者を一人でも雇用している事業主の方は、全て労働

保険（雇用保険と労災保険）に加入しなければならないことと

なっております。 

 また、1 週間の所定労働時間（定められた個々の労働時

間）が、20 時間以上でかつ 31 日以上継続して雇用されるパ

ート労働者も、雇用保険の加入対象となります。 

 まだ労働保険に加入していない事業主の方は、早急に加入手

続きをお取りください。 

詳しくは、下記までお問合せください。 

各

種

お

知

ら

せ 

巡回訪問強化月間について 

巡回支援・訪問強化月間は、

11月に実施させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

【会員数の報告】 
令和7年１０月末現在 

  

繊 維 業 ６３ 

商 業 １３５ 

建 設 業 ９９ 

サ ー ビ ス １２０ 

製 造 業 ２２ 

計 ４３９ 

商工会では、地震での相談により大

変混み合っておりますので、ご相談の際

は必ずご予約をされた上でご来会いた

だきますようご協力をお願いいたします。 
 

※中能登町商工会の代表電話番号が変わってお

ります。旧電話番号(0767-76-1221）も当面

つながりますが、新電話 

番号のお控え等の訂正 

をお願いいたします。 

～ 会員事業者様へのお願い ～ 

中能登町商工会 

 076-204-6836 
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